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開催日時  令和５年８月７日（月）１４時００分～ 

開催場所  羽曳野市役所 本館北会議室 

出席一覧表  

地区名 農業委員 出・欠 
農地利用最適化

推進委員 
出・欠 役 職 

東
部
地
区 

古
市 

松永 年實 ○    

麻   隆司 ×    

笹本 育司 ○    

  松本 武博 ○  

西
浦 

塩田  勝則 ○    

髙橋   寛 ×    

井口    優 ○    

  辻本 弘𠮷 ○  

駒
ヶ
谷 

堀内  利弘 ○   副会長 

植野  純央 ○    

𠮷田  隆美 ○    

  吉田   繁 ○  

西
部
地
区 

埴
生 

髙岡  直吉 ○   副会長 

  尼丁 正寄 ○  

高
鷲 

奥野  晋也 ○   会 長 

 松本  忠久 ○    

丹
比 

大谷    章 ○    

小池  良夫 ×    

   大谷 憲央 ○  

出席委員 （農業委員 １１名） （推進委員 ５名） 

欠席委員 （農業委員  ３名） （推進委員 ０名） 

 

農業委員会事務局 

    金森 淳 葉山浩章 吉﨑弘樹 𠮷村直樹   

 

案  件 

報告第１５号 農地法第１８条第６の規定による通知について １件 
報告第１６号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について ２件 
報告第１７号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について ３件 
報告第１８号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について １件 
議案第２２号 農地法第３条の規定による許可申請について ２件 
議案第２３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について １件 
議案第２４号 農用地利用集積等促進計画（案）承認について ２件 
議案第２５号 基盤法改正及び大阪府基本方針の変更に伴う羽曳野市基本構想の

見直しについて 
以上、会議の顛末は、事務局で記載したものであるが、その内容の正確であることを

証するため、ここに署名する。 
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                議 長 

  

                委 員 

 

                委 員 

 

 

【開会 13：55】  

 

事 務 局  皆さんお揃いですので、ただいまより、令和５年第８回の農業委員会定例

会を開催させて頂きます。 
出席委員につきましては、定足数に達しておりますので、本定例会は成立

しておりますことをご報告いたします。 
それでは開会にあたりまして、奥野会長よりご挨拶をお願いします。 

 

 

奥野会長  皆さん暑い中今日は台風の影響で若干ましですけど、ご参集いただきまし

てありがとうございます。 
落ち着いたのかなと思った新型コロナですが、最近また感染拡大が見られ

るようで、特に大阪府下の中でも南河内の方で感染が広がっているようで

すので、十分ご留意していただきたいと思います。 
そして、また暑さが続いておりまして、国連事務総長は講演で「地球温暖化

の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来した」と警告しております。まだ

まだ非常に厳しい夏が続くと思いますがコロナ対策同様にお体に十分留意

されて農業活動、委員活動に精励してもらいたいと思います。 
今日は、新しい委員体制になって初めての定例会となりますので、最後まで

ご審議の方よろしくお願い申し上げたいと思います。 

そして、会議終了後に委員会研修ということで、１時間ほど大阪府農業会議

の中島様より講習をいただきますので、よろしくお願い申し上げたいと思

います。 

 

事 務 局   それでは、令和５年第８回農業委員会定例会で上程させていただきました、

議案の概略を説明させていただきます。 
初めに、報告第１５号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

古市地区１件です。 

次に、報告第１６号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出につい

て 

高鷲地区２件です。 

次に、報告第１７号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出につい

て 

古市地区１件、西浦地区１件、埴生地区１件の計３件です。 

次に、報告第１８号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について 

高鷲地区１件です。 

次に、議案第２２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

西浦地区１件、駒ヶ谷地区１件の計２件です。 
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次に、議案第 23 号相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

埴生地区１件です。 

次に、議案第 24 号 農用地利用集積等促進計画（案）の承認について 

駒ヶ谷地区１件、古市地区１件の計２件です。 

最後に、議案第 25 号 基盤法改正及び大阪府基本方針の変更に伴う羽曳野

市基本構想の見直しについて 

 
以上 本日ご審議いただきます案件については 

報告案件が７件、議案案件が６件の合計 13 件となります。 

なお、本日欠席の委員は、 

古市地区の麻委員、西浦地区の髙橋委員、丹比地区の小池委員 です。 

 

それでは議長、ご審議の程よろしくお願いします。 
 

奥野議長  本定例会は成立していますこと、先ほど事務局長から報告がありました。 

それでは、議案審議に入る前に、私から議事録署名委員を指名させていただ

くことにご異議ありませんか。 

 

全 委 員   異議なし 

 

奥野議長  それでは、本日の議事録署名委員を西浦地区の塩田委員さんと駒ヶ谷地区

の𠮷田隆美委員さんにお願いします。よろしくお願いします。 

報告第１５号農地法第１８条第６項の規定による通知について事務局から

説明をお願いします。 

 

事 務 局  報告第１５号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、ご説明さ

せていただきます。 
これは、小作契約を合意の上、解約した旨、農業委員会に通知するものです。 
地図①１８条通知をご参照ください。 
地区名は、古市地区です。 
所在地 誉田六丁目７１８番２ 地目は、田  面積は、２３１㎡ 
貸し手、借り手につきましては議案書のとおりです。 
解約目的は、農地転用の為 です。 
現地確認委員は、京谷前委員です。 
現地確認していただきました結果、確認委員から異議がございませんでし

たのでご報告いたします。 
説明は以上です。よろしくお願いいたします。 
 

奥野議長  農地法第１８条第６項の規定による通知について、地元委員さんから異議

がありませんでしたので、専決処理させていただきました。地区委員さん、

他の委員さん承認願います。 

 

奥野議長   それでは報告第１６号、農地法第４条第１項第８号の規定による届出につ

いて、事務局から説明をお願いします。 
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事 務 局   農地法第４条、第４条第１項第８号の届出について、２件続けて説明させ

ていただきます。 
この届出は、市街化区域の農地の転用に係る届出です。 
農地法第４条の届出は、自分の土地を自分のために使用するための届出で

す。 
１件目です。地図②４条届出をご参照ください。 
地区名は、高鷲地区です。 
対象所在地は、南恵我之荘八丁目３７番１ 地目は、田 面積は、 
６.６１㎡となります。 
届出人につきましては、議案書のとおりです。転用目的は、居宅です。 
現地確認委員は、内本前委員です。 
 
２件目です。 地図③４条届をご参照ください。 
地区名は、高鷲地区です。 
対象所在地は、南恵我之荘五丁目３２０番２ 地目は、田 面積は、 
３１７㎡です。 
届出人は、議案書のとおりとなっております。転用目的は、宅地です。 
現地確認委員は、内本前委員です。 
 
なお、本届出について「農地法関係事務処理にかかる処理基準」 
第６の３の(２)の届出を受理しない場合に該当しないため、 
本議案の受理については問題ありません。 
現地確認していただきました結果、確認委員さんから異議ありませんでし

たので報告いたします。 
 
説明は以上です。よろしくお願いいたします。 
 

奥野議長  農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、地元委員さんから

異議がありませんでしたので、専決処理させていただきました。 
地区委員さん、他の委員さん承認願います。 

 
奥野議長  続きまして、報告第１７号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出

について、事務局より説明をお願いします。 
   
事 務 局  農地法第５条第１項第７号の届出について、３件続けてご説明させていた

だきます。 
この届出は、市街化区域の農地の所有権移転と転用届となります。 
１件目です。地図④５条届出をご参照ください。 
地区名は、古市地区です。 
対象農地は、誉田六丁目７１８番２ 地目は、田 面積は、２３１㎡ 
譲渡人、譲受人は議案書のとおりです。 
転用目的は、露天駐車場です。 
現地確認委員は、京谷前委員です。 

 
２件目です。地図⑤５条届出をご参照ください。 
地区名は、西浦地区です。 
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申請地は、東阪田４７３番 地目は、田 面積は、１，５３９㎡ 
     広瀬１５番   地目は、田 面積は、  ３３８㎡ 
譲渡人、譲受人は議案書のとおりです。 
転用目的は、分譲住宅用地です。 
現地確認委員は、塩田委員です。 

 
３件目です。地図⑥５条届出をご参照ください。 
地区名は、埴生地区です。 
申請地は、伊賀五丁目４１番１ 地目は、田 面積は、７９６㎡ 
譲渡人、譲受人は議案書のとおりです。 
転用目的は、クリニックの建設のためです。 
現地確認委員さんは、髙岡副会長です。 

 
なお、本届出について「農地法関係事務処理にかかる処理基準」 
第６の３の(２)の届出を受理しない場合に該当しないため、 
本議案の受理については問題ありません。 
現地確認していただきました結果、確認委員さんから異議がありませんで

したので報告いたします。 
 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 
 
奥野議長  農地法第５条第１項第７号の規定による届出について、地元委員さんから

異議がありませんでしたので、専決処理させていただきました。 
地区委員さん、他の委員さん承認願います。 

 

奥野議長  続きまして、報告第１８号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明に

ついて事務局から説明をお願いします。 
 
事 務 局   生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について、ご説明 

させていただきます。 
これは、生産緑地を除外したいという意向でのもと、生産緑地法第１０条の

規定に基づく買取り申出を行うことを目的に、「農業の主たる従事者」であ

ったことの証明を行うものです。 
 
地図「⑦従事者証明」をご参照ください。 
地区名は、高鷲地区です。 
買取り申出生産緑地は、高鷲八丁目２６番１  地目は 田  
面積は６２８㎡ 
申出をする者 
買取り申出事由の生じた者 
買取り申出事由は、議案書のとおりです。 
事由が生じた日は、令和４年８月１４日です。 
現地確認委員は 奥野会長です。 
 
現地確認していただきました結果、確認委員さんから異議ありませんで 
したのでご報告いたします。 
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説明は以上です。よろしくお願いいたします。 
 

奥野議長  生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について、地元委員

さんから異議がありませんでしたので、専決処理させていただきました。 
地区委員さん、他の委員さん承認願います。 

 

奥野議長  続きまして、議案第２２号 農地法第３条の規定による許可申請について、

事務局より説明をお願いします。 
 

事 務 局    議案第２２号 農地法第３条の規定による許可申請につきましてご説明さ

せていただきます。 
本件は、農地の所有権移転を行うものです。 
１件目です。 
地図の⑧「３条許可」をご参照ください 
地区名は、西浦地区 
申請地は、西浦三丁目１９０６番 地目は、田 面積は、１，３０５㎡ 
譲渡人、譲受人は議案書のとおりです。  
譲受人は農作業歴が４年以上あり、周辺の農業作業者の方から手ほどきを

受けて、推薦書もつけていただき、実績の方につきましては、今後も農作

業をしていくについて問題ないと認識しております。 
また、機具につきましても、耕すための耕運機、その他軽トラ等農機具の

方も、所有されており常時農作業をしている形跡が見受けられましたので、

委員さんと現地確認の上問題ないと思います。 
２件目です。 
地図の⑨「３条許可」をご参照ください 
地区名は、駒ヶ谷地区 
申請地は、飛鳥７３番３ 地目は、田 面積は、８６㎡ 
譲渡人、譲受人は議案書のとおりです。  
申請地につきましては、現状が土でできた農業用の進入路になっておりま

して、今回の申請地の東隣りに譲渡人の田があり、その進入路として機能

しておりました。その東隣りの譲渡人の土地に新しく進入路が確保されま

したので、既存の進入路が不要になったということで、そこを買いたいと

いうことになって譲り受けるということになりました。 
営農につきましては土の農業用進入路となりますので、問題はないと思い

ます。 
譲受人は従来、数十年農業をされておりまして、農作業につきましては引

き続き積極的にされると認識しております。 
 

奥野議長  それでは、１件目の西浦地区の農地法第３条の許可申請について、地元委

員さんいかがですか。 
 

地元委員  ７月２４日、現場確認に事務局と行ってきました。 

      現状はナスとかキュウリ、ミニトマトなど耕作されていて、できた分は自

宅の前で販売されているそうです。後ほど耕作面積を増やして、息子さん
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も今後農業続けていかれるので、草だらけになることはないと思います。

以上です。 

 
奥野議長  地元委員さん、異議ないようですが、地区委員さんいかがですか。 
 
地区委員  異議なし 

 
奥野議長  地元委員さん、地区委員さん異議ないようですが、他の委員さんいかがで

すか。 
 

他の委員  異議なし 

 
奥野議長  異議がないようですので、１件目の西浦地区の農地法第３条の許可申請に

ついて、原案どおり可決決定いたします。 
 

奥野議長   ２件目の駒ヶ谷地区 農地法第３条の許可申請について、地元委員さんい

かがですか。 
 

地元委員  ８月２日に確認に行ってまいりました。７３番３で８６㎡、幅が３ｍで約

９０ｍぐらいで、先程説明がありましたように耕作出来るのでこれについ

ては、何の問題ないと思います。 

 
奥野議長  地元委員さん、異議ないようですが、地区委員さんいかがですか。 
 
地区委員  異議なし 

 
奥野議長  地元委員さん、地区委員さん異議ないようですが、他の委員さんいかがで

すか。 
 

他の委員  異議なし 

 

奥野議長  異議がないようですので、２件目の駒ヶ谷地区の農地法第３条の許可申請

について、原案どおり可決決定いたします。 
 

奥野議長  つづきまして、議案第２３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明につ

いて、事務局より説明をお願いします。 
 

事務局   議案第２３号相続税の納税猶予に関する適格者証明書についてご説明しま

す。 

これは、被相続人及び相続人が租税特別措置法第７０条の６第１項の規定

の相続税の納税猶予の適用を受けるための証明となります。 

地図⑩「納税猶予適格者証明」をご参照ください 
地区名は、埴生地区です。 

被相続人、相続人は議案書のとおりです。  

相続開始年月日は、令和４年１０月２２日 

適用農地は、野々上三丁目３０番 地目は、田 面積は、５５８㎡ 
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現地調査しましたところ、現地は、畝立てされており、農作物を作付けされ

ており、適正に管理されている状況が見受けられておりました。 

今回の委員さんと同行して現地の方確認しております。 

相続人の方は、先代の方と農業の手伝いながら実績を重ねて、機材等引き継

いで、今後も農作業をしていく体制につきましては問題ないと判断してお

ります。 

説明は以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 
 

奥野議長  埴生地区の相続税の納税猶予に関する適格者証明について、地元委員さん

いかがですか。 
 

地元委員  異議なし。 

 
奥野議長  地元委員さん、異議ないようですが、地区委員さんいかがですか。 
 

地区委員  異議なし 

 
奥野議長  地元委員さん、地区委員さん異議ないようですが、他の委員さんいかがで

すか。 
 

他の委員  異議なし 

 

奥野議長   異議がないようですので、 
埴生地区の相続税の納税猶予に関する適格者証明については原案どおり

可決決定いたします。 
 

奥野議長  議案第２４号 農用地利用集積等促進計画（案）の承認について、事務局

から説明をお願いします。 
 

事 務 局     農用地利用集積等促進計画（案）についてご説明いたします。 

農用地利用集積等促進計画（案）の承認に係る意見聴取がありましたので、

これに対して意見を提出するものです。農用地利用集積等促進計画（案）

について説明させていただきます。 
１件目です。地図⑪「利用集積」をご参照ください 
地区名は 駒ヶ谷地区 
申請地は 飛鳥１３３番１ 地目は、田 面積は、８５７㎡ 
利用権の設定をする者（所有者等）、利用権の設定を受ける者（転借人）

は議案書のとおりです。  
利用権の設定を行う者（農地中間管理機構）は一般財団法人 大阪府みど

り公社です。  
借り手は、大阪府立環境農林水産研究所農業大学校にて座学・実習、NPO
法人太子町ぶどう塾にて実習を受講されています。 
農機具につきましては、軽トラック、草刈機等を所有されており、動力噴

霧器を購入予定です。 
市長部局の農とみどり推進課からも問題が無い旨、報告がありました。 
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設定する利用権は、賃借権となります。 
貸付期間は 令和５年１０月１日から令和１０年９月３０日までの５年

間となっています。 
 
続けて、２件目 
地図⑫「利用集積」をご参照ください 
地区名は 古市地区 
申請地は 碓井二丁目４４３番 地目は、畑 面積は、９５８㎡ 
利用権の設定をする者（所有者等）、利用権の設定を受ける者（転借人）

は議案書のとおりです。  
利用権の設定を行う者（農地中間管理機構）は一般財団法人 大阪府みど

り公社  
この案件につきましては、賃借権の再設定を行うもので、貸し手、借り手、

農地中間管理機構との権利設定期間が同時に満了し、同一の者が同一条件

で再度貸借を行うものです。 
市長部局の農とみどり推進課からも問題が無い旨、報告がありました。 
貸付期間は 令和５年１０月１日から令和１０年８月１日までの５年間

となっています。 
           説明としては以上となります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

奥野議長  それでは、１件目の駒ヶ谷地区の農用地利用集積等促進計画（案）の承認

について、地元委員さんいかがですか。 
 

地元委員  ８月２日に確認に行ってまいりました。元々は、ここはぶどうを作ってお

られまして、廃業され３年ほど遊休地となっていて、今回このような制度

を使って遊休地が解消出来て大変いいのではないかと思います。以上です。 

 
奥野議長  地元委員さん、異議ないようですが、地区委員さんいかがですか。 
 
地区委員  異議なし 

 
奥野議長  地元委員さん、地区委員さん異議ないようですが、他の委員さんいかがで

すか。 
 

他の委員  異議なし 

 
奥野議長  異議がないようですので、原案どおり承認いたします。 
      １件目の駒ヶ谷地区の農用地利用集積等促進計画（案）の承認について、 

農地中間管理機構に承認の旨を回答いたします。 
 
奥野議長  ２件目の古市地区の農用地利用集積等促進計画（案）の承認について、 

    地元委員さんいかがですか。 
 

地元委員  ８月１日に現地に確認に行ってまいりました。今回は、前回新規契約から

の３年目の契約更新ということで、現在は何も植わっておりませんが、９
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月以降、ニンジンとか玉ねぎとか栽培する予定で、何ら問題はないと思い

ます。 

 
奥野議長  地元委員さん、異議ないようですが、地区委員さんいかがですか。 
 

地区委員  異議なし 

 
奥野議長  地元委員さん、地区委員さん異議ないようですが、他の委員さんいかがで

すか。 
 

他の委員  異議なし 

 
奥野議長  異議がないようですので、原案どおり承認いたします。 
      ２件目の古市地区の農用地利用集積等促進計画（案）の承認について、 

農地中間管理機構に承認の旨を回答いたします。 

 
奥野議長   議案第２５号 基盤法改正及び大阪府基本方針の変更に伴う羽曳野市基

本構想の見直しについて事務局より説明をお願いします。 
 
事 務 局   今回２５号の議案については農業者の経営管理の合理化を目的とした農業

経営基盤強化促進法が改正されたため、本市の基本構想も変更することと

なりました。 

本市の基本構想を変更するには農業経営基盤強化促進法第６条第４項及

び同法律施行規則第２条に基づき農業委員会と農業協同組合に意見を聞

くこととなっておりますので農業委員会に意見聴取を行うものです。 

こちらの農業経営基盤強化促進基本構想とは、農業経営基盤強化促進法に

基づき、今後、本市で育成していこうとする担い手の効率的かつ安定的な

農業経営の指標や目指すべき農業構想の目標を明らかにするとともに、そ

の目標の実現にむけて実施していく事項等を定めた総合的な計画であっ

て、農業委員の活動との関連性は低いものです。 

こちらの基本構想は概ね５年ごとに今後１０年間の農業の計画について

変更していき、基本構想に基づいて、認定農業者・認定新規就農者の認定

を行っています。 

変更の概要については別紙「変更の概要」のとおりです。 

１．基盤法改正に伴い、以下の項目を新たに追加及び修正しました。 

基本構想は農業経営基盤強化促進法第６条第２項に掲げられている事項

を定めないといけないため事項の追加と修正を行いました。 

この度新しく修正しました、第４項の事項については基本構想原案９ペー

ジ、第５項については基本構想原案１１ページ、第６項の１については１

１ページに内容を記載しております。 

次に、基盤法改正に伴い、以下の項目を削除及び整理しました。 

第６項については組み込む内容が一つではなく、イ、ロ、ハ、ニと項目が

複数あります。 

法律の改正前はイ、ロ、ハ、ニ、ホと項目が５つありまして、今回の改正

でイ、ロ、ハ、ニとなっておりますから項目が一つ減る形となります。 
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第６項目①については、改正前は従来大阪府みどり公社主体で行っており

ました「利用権設定」に関する項目があったのですが、事務手続きが変更

になったため削除しており、また農地利用集積円滑化事業も既に廃止され

た事業であるため削除しております。 

加えて基本構想内にある、「農地利用集積円滑化事業に関する事項」及び

「農地利用集積円滑化事業」の文言を全て削除しました。 

最後に今回新設しました第４項「農業を担う者の確保及び育成に関する事

項」については、変更前にあります「農業経営の改善を図るために必要な

農業従事者の養成及び確保を推進する事業」及び「新たに農業経営を営も

うとする青年等の育成・確保に関する事項」は新設の内容と重複するため

削除しました。 

 

事務局からの説明は以上になります。 

この内容に異議があるかご審議をお願いいたします。 

 

奥野議長   基盤法改正及び大阪府基本方針の変更に伴う羽曳野市基本構想の見直し

について委員の皆様いかがですか。 
 

奥野議長   異議がないようですので、基盤法改正及び大阪府基本方針の変更に伴う羽

曳野市基本構想については原案どおり見直しいたします。 
 
奥野議長  これをもちまして、報告・議案の審議は終了いたします。 

事務局からその他連絡事項を、お願いします。 
      
      （事務局からの連絡）        
 

奥野議長  これで定例会を閉会させていただきます。 
 
 

【閉会 14：50】 


